
 

 

令和 2 年度事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

 

公益社団法人神奈川労務安全衛生協会（以下「当協会」という）は、公益社団法人と

してその社会的責任の重さを認識し、公益目的事業の推進に努めることとする。具体的

には、神奈川県下の事業場における労働災害の防止、健康保持増進、適正な労働条件の 

確保等のための活動を促進し、労働福祉の向上と産業の健全な発展に寄与する事業を 

進めていく。 

 

公益目的事業を推進するためには本部と支部の連携を図りながら会員確保に向けた 

取り組みがなくてはならない。ここ 20 数年にわたって続いている会員数減少に歯止め 

をかけ、当協会の組織基盤の強化に取り組んでいく。 

 

本年度は第 13 次労働災害防止推進計画の 3年目に当たることから、神奈川労働局、 

神奈川県のご指導の下、神奈川産業保健総合支援センターと連携・協力し、さらに 

は中央労働災害防止協会、全国労働基準関係団体連合会及び各労働災害防止団体等 

と連携し、目標の達成に努め、安全に安心して働ける職場づくりに取り組んでいく。 

   

また 広報、労務、安全、衛生の 4 部会活動について支部との連携を図りながら、 

働き方改革の推進及び第 13 次労働災害防止推進計画の重点施策に積極的な取り組み 

をしていく。 

 

さらに県下随一の登録教習機関として、法定の作業主任者技能講習や技能講習を中心

に、特別教育や能力向上教育等を含め、厳正・適正に実施することとし労働安全衛生法 

及び関係法令の普及・啓発に努めることとする。 

 

公益社団法人として法令遵守のしっかりした組織運営を進めていくとともに、事業 

収入を安定させ健全な財政基盤の確立を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ 各事業の概要 

 1 部会活動 

広報、労務、安全、衛生の 4 部会と企画部会は、公益目的事業を推進するために 

支部との連携を図りながら労働災害防止対策や働き方改革の実現、労働条件の確保・ 

改善対策に重点的に取り組んでいく。 

部会名 基 本 方 針 活   動   計   画 

企画部会 ○協会事業の 

円滑な運営 

・協会事業を円滑に推進するため、主要事業の運営、事業計画・

事業報告、予算・決算を審議する。 

広報部会 ○迅速・適切、 

効果的な広報

の実施 

○関係機関との

連携強化 

・機関誌、本部、支部ホームページ等の改善を図る。 

・神奈川労働局重点施策、部会活動内容、会員事業場の労務、 

安全衛生の取組み状況、産業医等による健康アドバイス等に 

ついて広く広報する。 

労務部会 ○働き方改革の

推進 

○労働関係法令

の周知、遵守 

及び職場環境

の整備 

 

・長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、 

同一労働・同一賃金の対応、ハラスメント対策に資するため 

各種セミナーを開催する。 

・神奈川労働局、神奈川県等と連携し、各種情報の周知を図る。 

・各支部の活動、効果的な取組みについて、情報を共有化し 

取組みの強化を図る 

安全部会 ○安全週間の 

取組み 

○労働災害の 

現状把握、分析 

○第 13 次労働 

災害防止推進 

計画の推進 

・死亡災害をさらに減少し、増加傾向にある転倒災害や腰痛災害

等の防止のため、高年齢労働者に配慮した対策を推進する。 

・労働災害防止団体と連携し、荷役災害等の労働災害を防止する 

ための取組みを推進する。 

・労働災害の内容を分析し、効果的な労働災害防止対策を推進 

する。 

・安全週間等の各支部の取組み、課題等について情報交換を行い、 

効果的な取組みを実施する。 

衛生部会 ○衛生週間の 

取組み 

○職業性疾病の

予防、健康 

確保・健康保持

増進 

○関係機関との

連携 

・化学物質による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策、 

 腰痛予防対策、両立支援対策等を推進する。 

・神奈川労働局、神奈川産業保健総合支援センター等と連携し、

フォーラム、セミナー等を開催する。 

・衛生管理者、衛生担当者、産業保健スタッフ等の資質の向上、 

情報交流を図るため、研修会等を開催する。 

・労働衛生週間等の各支部の取組み、課題等について情報交換 

を行い、効果的な取組みを実施する。 

 



 

 

２会員確保の取り組み  

当協会は平成 23 年公益認定を取得し、神奈川県下の労働災害防止や健康保持増進、 

適正な労働条件の確保等の事業を進めていく公益法人として今年 10 年目を迎えよう 

としている。 

しかし会員事業場数は 20 数年にわたり減少が続き、昨年度末には 3,500 事業場と 

なっている。会員数減少に歯止めがかからない現状のままでは、公益法人としての 

組織運営基盤を揺るがしかねない状況となっている。 

 これまで会員確保に向けた取り組みは支部を中心に進めてきたが、今後は本部と 

支部が連携を図り会員確保に向けた取り組みを進めていくこととしたい。 

取り組みの具体的な内容や今後の日程などについて、本部と支部とで協議していく。 

 

３教育事業  
 

神奈川労働局の登録教習機関として、法定の作業主任者技能講習や技能講習を中心

に特別教育を含めた教育講習を実施しており、県下随一の受講者実績を誇っている。 

今年度も教育講習を広く実施していくことにより多くの受講者を受け入れ、公益

目的事業である労働安全衛生法の普及・促進に努めていく。講習内容については、 

至近の法改正をタイムリーに反映させるなど内容の充実を図っていく。 

講習計画としては、受講希望の多い作業主任者技能講習「酸素欠乏・硫化 

水素危険」「特定化学物質及び四アルキル鉛等」「有機溶剤」は、毎月開催を計画し 

年間延べ 74 回約 6,000 人を目指していく。 

講習計画の全体としては、年間 400 回以上、受講者 19 千人を目標に実施していく。 

受講しやすい講習機関を目指し、ＷＥＢ申込み促進の工夫や受講者の要望に前向き

に対応し、受講者からの要望・意見にできるだけ耳を傾け、受講しやすい環境整備に

努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４広報・啓発事業 
 

     安全に安心して働ける職場づくりに向け、労働関係法令の周知を図るとともに、 

第 13 次労働災害防止推進計画に基づく目標の達成及び働き方改革の推進、労働条件 

の確保・改善対策等に取り組んでいく。 

広報・啓発事業の実施にあたっては、神奈川労働局、神奈川県のご指導の下、 

神奈川産業保健総合支援センター、中央労働災害防止協会はじめ労働災害防止団体、

全国労働基準関係団体連合会等々と連携・協働して行っていく。 
 

具体的な内容として次の事項に取り組む 

    （1）  労働災害防止対策 

①  第 13 次労働災害防止推進計画に基づく重点対策の推進 

      ②  化学物質による健康障害防止対策の推進 

③ 過重労働による健康障害防止対策の推進、ストレスチェック制度をはじめ 

としたメンタルヘルス対策の推進 

④ 中央労働災害防止協会協賛事業の実施 

    （2）  働き方改革の実現、労働条件の確保・改善対策 

①  ｢働き方改革｣の実現に向け、「働き方改革実行計画」の推進 

② 長時間労働の是正、一般労働条件の確保・改善対策の推進 

③ 全国労働基準関係団体連合会委託事業の実施 
 

 専門性が高く、現在抱えている課題の検討、情報交換等に資するため、火災爆発 

災害対策、保健対策、産業保健活動、卸売・小売業の 4専門委員会活動を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔研修会・セミナー関係〕  

 回数 人員 
 
労務安全衛生管理夏季講座 

産業保健研修会 

人事・労務管理実践セミナー 

安全衛生管理実践セミナー 

安全衛生実務レベルアップ教育 

火災爆発災害防止講習会 

労働衛生工学講座 

総括安全衛生管理者セミナー 

リスクアセスメント実務研修会（ﾘｰﾀﾞｰ、ｽﾀｯﾌ向け） 

外国人技能実習制度関係者養成講習 

 
  

 
  

                    計 16  700 

 

 

 

 



 

 

5  公益事業 
 

公益社団法人として 

①  労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育の実施 

②  労働基準法、労働安全衛生法及び関係法令等の普及啓発活動 

③  労働福祉向上のための相談、調査研究及び広報 

を公益目的事業として取り組んでいく。 
 
事業場における労働災害のない職場づくり、従業員の心身両面にわたる健康 

づくりは、だれもが安心して健康で働くことができる社会を実現するための重要

なテーマである。 

県下 3,500 余の会員事業場、その約 55 万 6 千人の従業員をはじめ、神奈川県下

の全ての各事業場の労働災害防止、労働福祉の向上等のため、公益目的事業を 

推進していく。 
 
 
 
 

Ⅲ 行 事 

1  会議・行事 
 

（1） 通常総会  令和 2 年 6 月 2 日 

理事会   令和 2年 4 月 28 日 令和 2 年 6 月 2日  令和 2 年 11 月 26 日 

      令和 3 年 2 月 26 日 

(2)  企画部会       年 4 回 

      支部連絡会議    年 5 回 

（3） 神奈川労務安全衛生大会   令和 2 年 11 月 12 日 

 

2  機関誌・刊行物 
 

（1） 協会機関誌「労務安全衛生かながわ」12 回発行 

（2） 各種テキスト改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅳ 表  彰 

 

1 協会表彰 
  
     労務安全衛生功労表彰 

 

2 表彰推薦 
 
(1) 厚生労働大臣表彰及び顕彰 

(2) 神奈川労働局長表彰 

(3) 緑十字賞 

(4) 中小企業無災害記録証 

(5) 全国ＴＨＰ推進協議会表彰 

 

Ⅴ 関係諸団体との協力及び連携 
 

1  神奈川労働局との連携 

2  県下災防団体との連携 

3  中央労働災害防止協会への協力 

4  (公社)全国労働基準関係団体連合会への協力 

5 神奈川健康づくり推進会議との連携 

6  (独)神奈川産業保健総合支援センターとの連携 


